
議案第７１号 

 

   熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変

更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、令和

８年３月３１日限りで、熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務を変更

し、熊本県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村

第１６号）の一部を次のとおり変更する。 

 

  令和７年１２月９日提出 

            

嘉島町長  鍋田 平    

 

 

   熊本県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 熊本県市町村総合事務組合規約（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第

１６号）の一部を次のように変更する。 

 別表第２第３条第１０号に関する事務の項中「菊池市、上天草市」を「上天草

市」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表第２の規定は、この規約の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に発生した交通事故により災害を受け

た者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理について適用し、施行日

前に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する

事務の共同処理については、なお従前の例による。 

 

 

 （提案理由） 

 一部事務組合の共同処理する事務を変更し、規約を変更しようとするときは、

地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 


